
 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。   

平成３０年１２月１９日 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第４２号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第６項中「第２多目的グラウンド（南）」の次に「及び円形野球

場」を加える。 

 別表第２千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇

我スポー

ツ公園 

蘇我球技場 千葉市蘇我球技場

条例に定めるとこ

ろによる。 

千葉市蘇我球技場

条例に定めるとこ

ろによる。 

多目的広場 年末年始以外の日 午前９時から午後

９時まで 庭球場 

第１多目的グラ

ウンド 

第２多目的グラ

ウンド（北） 

午前９時から午後

５時まで 

 第２多目的グラ

ウンド（南） 

  

円形野球場 

 別表第３千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇我スポーツ公園 多目的広場 

庭球場 

第１多目的グラウンド 

第２多目的グラウンド（北） 

 第２多目的グラウンド（南） 

 円形野球場 

別表第６中備考以外の部分を次のように改める。 



占 用 物 件 単 位 占用料 

電柱、電線、

変圧塔その他

これらに類す

るもの 

第１種電柱 １本につき１年 １，２００円 

第２種電柱 １，８００円 

第３種電柱 ２，４００円 

第１種電話柱 １，０００円 

第２種電話柱 １，７００円 

第３種電話柱 ２，３００円 

支柱、支線及び支

線柱 

  １００円 

架空線 共架電線

類 

長さ１メートル

につき１年 

１０円 

その他の

もの 

長さ１メートル

につき１月 

３１円 

変圧塔、鉄塔その

他これらに類する

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２，１００円 

その他のもの ２，１００円 

水道管、下水

道 管 、 ガ ス 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

４４円 

管、地下ケー

ブルその他こ

れらに類する 

外径が０．０７メ

ートル以上０．１

メートル未満のも 

 ６３円 

もの 

 

 

 

 

 

 

 

の   

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも

の 

９４円 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

１３０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 

外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

１９０円 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２５０円 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

４４０円 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

６３０円 

外径が１メートル １，３００円 

以上のもの  

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、

防火貯水槽その他これらに類する

施設で地下に設けられるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２，１００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個につき１年 ８８０円 

公衆電話所  ２，１００円 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しのため設 

占用面積１平方

メートルにつき 

１０円 

 

けられる仮設工作物 １日  

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しを行う際

に掲出する広告物 

表示面積１平方

メートルにつき

１日 

２，６２５円 

標識 １本につき１年 １，７００円 

工事用施設及び工事用材料置場 占用面積１平方

メートルにつき 

１月 

５７０円 

保育所その他の社会福祉施設 市長の評定し

た土地価格に 



１，０００分

の３を乗じて

得た額 

その他の物件又は施設  １７０円 

別表第６備考第４項第１号中「１平方メートル若しくは１メートル未

満」を「０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満」に、

「１平方メートル又は１メートルとして」を「その全面積若しくは全長

又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて」に改める。 

別表第９第１項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、同項第

２号中「千葉公園野球場」の次に「及び千葉市蘇我スポーツ公園円形野

球場」を加え、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 

（２）千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場利用料金 

区分 金額（１時間につき） 

アマチュアが使

用するとき 

アマチュア以外

が使用するとき 

一般 １，６２０円 ３，２４０円 

高校生 ８１０円 

小学生・中学生 ５４０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年８月１日から施行する。ただし、次項の規

定は公布の日から、別表第６の改正規定は同年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の千葉市都市公園条例（次項及び附則第４項

において「改正後の条例」という。）附則第６項前段の規定による千

葉市蘇我スポーツ公園の円形野球場の指定管理者の指定の手続は、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。 

３ 改正後の条例別表第６の規定は、平成３１年４月１日以後の占用に

係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、



なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

６条第１項又は第３項の規定による占用の許可を受けている者の当該

占用物件に係る平成３１年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の

条例の規定による当該占用物件について徴収すべき１年当たりの占用

料の額が当該年度の前年度の１年当たりの占用料の額に１．２を乗じ

て得た額（以下「調整占用料額」という。）を超える場合には、改正

後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。 

 


